
一
七

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す

る
一
覧
表

国
会
回
次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
号
︶

令
和四

、
一
〇
、
七

令
和

四
、
一
一
、
一
一

令
和

四
、
一
一
、
一
一

加

藤

厚

生 

労

働

大

臣

 

分

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

令
和

四
、
一
一
、
一
一

厚
生
労
働

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
二
号
︶

四
、
一
〇
、
一
四

四
、
一
一
、
一
八

四
、
一
一
、
一
八

齋
藤
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

四
、
一
一
、
一
八

法
務

第
二
百
十
回

︵
臨
時
︶
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一

七
号
︶

四
、
一
〇
、
二
六

四
、
一
二
、
五

四
、
一
二
、
五

加

藤

厚

生 

労

働

大

臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

四
、
一
二
、
五

厚
生
労
働

消
費
者
契
約
法
及
び
独
立
行
政
法
人
国

民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
一
八
号
︶

四
、
一
一
、
一
八

四
、
一
二
、
八

四
、
一
二
、
八

河
野
国
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

四
、
一
二
、
八

消
費
者
問
題

に
関
す
る
特

別

法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二

二
号
︶

四
、
一
二
、
一

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二
号
︶

五
、
二
、
三

五
、
三
、
八

五
、
三
、
八

鈴
木
財
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
三
、
八
財
政
金
融

第
二
百
十
一
回

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
八
号
︶＊

五
、
二
、
七

五
、
三
、
一
〇

五
、
三
、
一
〇

松
本
総
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
三
、
一
〇

総
務

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
九
号
︶＊

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措

置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
六
号
︶

五
、
二
、
七

五
、
四
、
七

五
、
四
、
七

後
藤
国
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
七
内
閣

四
二



一
七

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す

る
一
覧
表

国
会
回
次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に

対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
号
︶

令
和四

、
一
〇
、
七

令
和

四
、
一
一
、
一
一

令
和

四
、
一
一
、
一
一

加

藤

厚

生 

労

働

大

臣

 

分

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

令
和

四
、
一
一
、
一
一

厚
生
労
働

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
二
号
︶

四
、
一
〇
、
一
四

四
、
一
一
、
一
八

四
、
一
一
、
一
八

齋
藤
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

四
、
一
一
、
一
八

法
務

第
二
百
十
回

︵
臨
時
︶
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を

総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一

七
号
︶

四
、
一
〇
、
二
六

四
、
一
二
、
五

四
、
一
二
、
五

加

藤

厚

生 

労

働

大

臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

四
、
一
二
、
五

厚
生
労
働

消
費
者
契
約
法
及
び
独
立
行
政
法
人
国

民
生
活
セ
ン
タ
ー
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
一
八
号
︶

四
、
一
一
、
一
八

四
、
一
二
、
八

四
、
一
二
、
八

河
野
国
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

四
、
一
二
、
八

消
費
者
問
題

に
関
す
る
特

別

法
人
等
に
よ
る
寄
附
の
不
当
な
勧
誘
の

防
止
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二

二
号
︶

四
、
一
二
、
一

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二
号
︶

五
、
二
、
三

五
、
三
、
八

五
、
三
、
八

鈴
木
財
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
三
、
八

財
政
金
融

第
二
百
十
一
回

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
八
号
︶＊

五
、
二
、
七

五
、
三
、
一
〇

五
、
三
、
一
〇

松
本
総
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
三
、
一
〇

総
務

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
九
号
︶＊

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措

置
法
及
び
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
六
号
︶

五
、
二
、
七

五
、
四
、
七

五
、
四
、
七

後
藤
国
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
七

内
閣

 

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表

四
三

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表



国
会
回
次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
七
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
四
、
一
二

五
、
四
、
一
二

斉

藤

国

土 

交

通

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
一
二

国
土
交
通

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な

移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
一
二
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
四
、
一
四

五
、
四
、
一
四

西

村
︵
康
︶ 

国

務

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
一
四

経
済
産
業

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保

障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
六
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
四
、
一
九

五
、
四
、
一
九

加

藤

厚

生 

労

働

大

臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
一
九

厚
生
労
働

特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正

化
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
三

号
︶

五
、
二
、
二
四

五
、
四
、
二
一

五
、
四
、
二
一

後
藤
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
二
一

内
閣

第
二
百
十
一
回

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
四
六
号
︶

五
、
三
、
七

五
、
四
、
二
八

五
、
四
、
二
八

河
野
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
二
八

地
方
創
生
及

び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成

等
に
関
す
る

特
別

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
電
気
供

給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事

業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
六
号
︶

五
、
二
、
二
八

五
、
五
、
一
〇

五
、
五
、
一
〇

西

村
︵
康
︶ 

国

務

大

臣

自
民 
一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
一
〇

経
済
産
業

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日

本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の

国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
四
八
号
︶

五
、
三
、
七

五
、
五
、
一
二

五
、
五
、
一
二

齋
藤
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
一
二

法
務

道
路
整
備
特
別
措
置
法
及
び
独
立
行
政

法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済

機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
八
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
五
、
一
五

五
、
五
、
一
五

斉

藤

国

土 

交

通

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
一
五

国
土
交
通

日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施

を
図
る
た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認

定
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二

号
︶

五
、
二
、
二
一

五
、
五
、
一
七

五
、
五
、
一
七

永

岡

文

部 

科

学

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
一
七

文
教
科
学

四
四



国
会
回
次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に

関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
七
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
四
、
一
二

五
、
四
、
一
二

斉

藤

国

土 

交

通

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
一
二

国
土
交
通

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な

移
行
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
一
二
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
四
、
一
四

五
、
四
、
一
四

西

村
︵
康
︶ 

国

務

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
一
四

経
済
産
業

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保

障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
一
六
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
四
、
一
九

五
、
四
、
一
九

加

藤

厚

生 

労

働

大

臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
一
九

厚
生
労
働

特
定
受
託
事
業
者
に
係
る
取
引
の
適
正

化
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
三

号
︶

五
、
二
、
二
四

五
、
四
、
二
一

五
、
四
、
二
一

後
藤
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
二
一

内
閣

第
二
百
十
一
回

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
四
六
号
︶

五
、
三
、
七

五
、
四
、
二
八

五
、
四
、
二
八

河
野
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
四
、
二
八

地
方
創
生
及

び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成

等
に
関
す
る

特
別

脱
炭
素
社
会
の
実
現
に
向
け
た
電
気
供

給
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
の
電
気
事

業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
六
号
︶

五
、
二
、
二
八

五
、
五
、
一
〇

五
、
五
、
一
〇

西

村
︵
康
︶ 

国

務

大

臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
一
〇

経
済
産
業

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日

本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の

国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理

に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
四
八
号
︶

五
、
三
、
七

五
、
五
、
一
二

五
、
五
、
一
二

齋
藤
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
一
二

法
務

道
路
整
備
特
別
措
置
法
及
び
独
立
行
政

法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済

機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
八
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
五
、
一
五

五
、
五
、
一
五

斉

藤

国

土 

交

通

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
一
五

国
土
交
通

日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施

を
図
る
た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認

定
等
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二

号
︶

五
、
二
、
二
一

五
、
五
、
一
七

五
、
五
、
一
七

永

岡

文

部 

科

学

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
一
七

文
教
科
学

 

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表

四
五

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表



国
会
回
次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

第
二
百
十
一
回

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等

の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案︵
閣
法
第
一
号
︶

五
、
二
、
三

五
、
五
、
二
四

五
、
五
、
二
四

鈴
木
財
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
二
四

財
政
金
融

防
衛
省
が
調
達
す
る
装
備
品
等
の
開
発

及
び
生
産
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
に
関

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
〇
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
五
、
二
六

五
、
五
、
二
六

浜
田
防
衛
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
二
四

外
交
防
衛

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の

規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ

ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
四
七
号
︶

五
、
三
、
七

五
、
六
、
五

五
、
六
、
五

河
野
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
六
、
五
地
方
創
生
及

び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成

等
に
関
す
る

特
別

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
八
号
︶

五
、
三
、
一
四

五
、
六
、
九

五
、
六
、
九

齋
藤
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
六
、
九
法
務

第
二
百
十
二
回

︵
臨
時
︶
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
一
〇
号
︶

五
、
一
〇
、
三
一

五
、
一
二
、
一

五
、
一
二
、
一

盛

山

文

部 

科

学

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
一
二
、
一

文
教
科
学

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
一
号
︶

六
、
二
、
二

六
、
三
、
八

六
、
三
、
八

鈴
木
財
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
三
、
八

財
政
金
融

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二
号
︶＊

六
、
二
、
六

六
、
三
、
一
三

六
、
三
、
一
三

松
本
総
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
三
、
一
三

総
務

第
二
百
十
三
回

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
三
号
︶＊

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用

に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
四
号
︶

六
、
二
、
二
七

六
、
四
、
一
七

六
、
四
、
一
七

高
市
国
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
四
、
一
七

内
閣

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に

よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
五
号
︶

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
四
七
号
︶

六
、
三
、
八

六
、
四
、
一
九

六
、
四
、
一
九

小
泉
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
四
、
一
九

法
務

四
六



国
会
回
次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

第
二
百
十
一
回

我
が
国
の
防
衛
力
の
抜
本
的
な
強
化
等

の
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す

る
特
別
措
置
法
案︵
閣
法
第
一
号
︶

五
、
二
、
三

五
、
五
、
二
四

五
、
五
、
二
四

鈴
木
財
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
二
四

財
政
金
融

防
衛
省
が
調
達
す
る
装
備
品
等
の
開
発

及
び
生
産
の
た
め
の
基
盤
の
強
化
に
関

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
〇
号
︶

五
、
二
、
一
〇

五
、
五
、
二
六

五
、
五
、
二
六

浜
田
防
衛
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
五
、
二
四

外
交
防
衛

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の

規
制
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
デ
ジ
タ

ル
社
会
形
成
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
四
七
号
︶

五
、
三
、
七

五
、
六
、
五

五
、
六
、
五

河
野
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
六
、
五
地
方
創
生
及

び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成

等
に
関
す
る

特
別

刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
八
号
︶

五
、
三
、
一
四

五
、
六
、
九

五
、
六
、
九

齋
藤
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
六
、
九
法
務

第
二
百
十
二
回

︵
臨
時
︶
国
立
大
学
法
人
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
一
〇
号
︶

五
、
一
〇
、
三
一

五
、
一
二
、
一

五
、
一
二
、
一

盛

山

文

部 

科

学

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

五
、
一
二
、
一

文
教
科
学

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
一
号
︶

六
、
二
、
二

六
、
三
、
八

六
、
三
、
八

鈴
木
財
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
三
、
八

財
政
金
融

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
二
号
︶＊

六
、
二
、
六

六
、
三
、
一
三

六
、
三
、
一
三

松
本
総
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
三
、
一
三

総
務

第
二
百
十
三
回

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
三
号
︶＊

重
要
経
済
安
保
情
報
の
保
護
及
び
活
用

に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
四
号
︶

六
、
二
、
二
七

六
、
四
、
一
七

六
、
四
、
一
七

高
市
国
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
四
、
一
七

内
閣

経
済
施
策
を
一
体
的
に
講
ず
る
こ
と
に

よ
る
安
全
保
障
の
確
保
の
推
進
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
二
五
号
︶

民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
四
七
号
︶

六
、
三
、
八

六
、
四
、
一
九

六
、
四
、
一
九

小
泉
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
四
、
一
九

法
務

 

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表

四
七

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表



国
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次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な

移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給

及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
六
号
︶

六
、
二
、
一
三

六
、
四
、
二
四

六
、
四
、
二
四

齋

藤

経

済 

産

業

大

臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
四
、
二
四

経
済
産
業

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
七
号
︶

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
六
号
︶

六
、
二
、
二
七

六
、
四
、
二
六

六
、
四
、
二
六

坂

本

農

林 

水

産

大

臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
四
、
二
六

農
林
水
産

防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
一
四
号
︶

六
、
二
、
九

六
、
五
、
八

六
、
五
、
八

木
原
防
衛
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
八

外
交
防
衛

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家

族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推

進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
五
四
号
︶

六
、
三
、
一
二

六
、
五
、
一
〇

六
、
五
、
一
〇

武

見

厚

生 

労

働

大

臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
一
〇

厚
生
労
働

第
二
百
十
三
回

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手

続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上

並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率

化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成

基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
四
〇
号
︶

六
、
三
、
五

六
、
五
、
一
五

六
、
五
、
一
五

河
野
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
一
五

地
方
創
生
及

び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成

等
に
関
す
る

特
別

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二
号
︶

六
、
二
、
一
六

六
、
五
、
一
七

六
、
五
、
一
七

加
藤
国
務
大
臣

自
民 
一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
一
七

内
閣

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
八

号
︶

六
、
三
、
一
五

六
、
五
、
二
四

六
、
五
、
二
四

小
泉
法
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
二
四

法
務

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外

国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び

技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五

九
号
︶

グ
ロ
ー
バ
ル
戦
闘
航
空
プ
ロ
グ
ラ
ム

︵
Ｇ
Ｃ
Ａ
Ｐ
︶政
府
間
機
関
の
設
立
に
関

す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件︵
閣
条
第
一
号
︶

六
、
二
、
二
〇

六
、
五
、
二
九

六
、
五
、
二
九

上
川
外
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
二
九

外
交
防
衛

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
三
一
号
︶

六
、
三
、
一

六
、
六
、
五

六
、
六
、
五

松
本
総
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
六
、
五

総
務

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等

事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の

防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
六
一
号
︶

六
、
三
、
一
九

六
、
六
、
七

六
、
六
、
七

加
藤
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
六
、
七
内
閣

四
八



国
会
回
次

件
名

提
出
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予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
へ
の
円
滑
な

移
行
の
た
め
の
低
炭
素
水
素
等
の
供
給

及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
一
六
号
︶

六
、
二
、
一
三

六
、
四
、
二
四

六
、
四
、
二
四

齋

藤

経

済 

産

業

大

臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
四
、
二
四

経
済
産
業

二
酸
化
炭
素
の
貯
留
事
業
に
関
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
一
七
号
︶

食
料
・
農
業
・
農
村
基
本
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
六
号
︶

六
、
二
、
二
七

六
、
四
、
二
六

六
、
四
、
二
六

坂

本

農

林 

水

産

大

臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
四
、
二
六

農
林
水
産

防
衛
省
設
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
一
四
号
︶

六
、
二
、
九

六
、
五
、
八

六
、
五
、
八

木
原
防
衛
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
八
外
交
防
衛

育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家

族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す

る
法
律
及
び
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推

進
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣

法
第
五
四
号
︶

六
、
三
、
一
二

六
、
五
、
一
〇

六
、
五
、
一
〇

武

見

厚

生 

労

働

大

臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
一
〇

厚
生
労
働

第
二
百
十
三
回

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手

続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上

並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率

化
を
図
る
た
め
の
デ
ジ
タ
ル
社
会
形
成

基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
四
〇
号
︶

六
、
三
、
五

六
、
五
、
一
五

六
、
五
、
一
五

河
野
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
一
五

地
方
創
生
及

び
デ
ジ
タ
ル

社
会
の
形
成

等
に
関
す
る

特
別

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
二
二
号
︶

六
、
二
、
一
六

六
、
五
、
一
七

六
、
五
、
一
七

加
藤
国
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
一
七

内
閣

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
八

号
︶

六
、
三
、
一
五

六
、
五
、
二
四

六
、
五
、
二
四

小
泉
法
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
二
四

法
務

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
外

国
人
の
技
能
実
習
の
適
正
な
実
施
及
び

技
能
実
習
生
の
保
護
に
関
す
る
法
律
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五

九
号
︶

グ
ロ
ー
バ
ル
戦
闘
航
空
プ
ロ
グ
ラ
ム

︵
Ｇ
Ｃ
Ａ
Ｐ
︶政
府
間
機
関
の
設
立
に
関

す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求

め
る
の
件︵
閣
条
第
一
号
︶

六
、
二
、
二
〇

六
、
五
、
二
九

六
、
五
、
二
九

上
川
外
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
五
、
二
九

外
交
防
衛

地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
三
一
号
︶

六
、
三
、
一

六
、
六
、
五

六
、
六
、
五

松
本
総
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
六
、
五
総
務

学
校
設
置
者
等
及
び
民
間
教
育
保
育
等

事
業
者
に
よ
る
児
童
対
象
性
暴
力
等
の

防
止
等
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
六
一
号
︶

六
、
三
、
一
九

六
、
六
、
七

六
、
六
、
七

加
藤
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
教 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

六
、
六
、
七
内
閣

 

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表

四
九

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表



国
会
回
次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
一
号
︶

七
、
二
、
四

七
、
三
、
一
二

七
、
三
、
一
二

加
藤
財
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
三
、
一
二

財
政
金
融

地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
二
号
︶＊

七
、
二
、
四

七
、
三
、
一
四

七
、
三
、
一
四

村
上
総
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
三
、
一
四

総
務

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
三
号
︶＊

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
八
号
︶

七
、
二
、
七

七
、
三
、
二
六

七
、
三
、
二
六

あ

べ

文

部 

科

学

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
三
、
二
六

文
教
科
学

第
二
百
十
七
回

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
一
号
︶

七
、
二
、
七

七
、
四
、
一
六

七
、
四
、
一
六

武

藤

経

済 

産

業

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
四
、
一
六

経
済
産
業

重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行

為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
四
号
︶

七
、
二
、
七

七
、
四
、
一
八

七
、
四
、
一
八

平
国
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
四
、
一
八

内
閣

重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行

為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
号
︶

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る

た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
〇
号
︶

七
、
二
、
二
八

七
、
四
、
二
三

七
、
四
、
二
三

鈴
木
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
四
、
二
三

法
務

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
一
七
号
︶

七
、
二
、
一
四

七
、
四
、
二
五

七
、
四
、
二
五

坂
井
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
四
、
二
五

災
害
対
策
特

別

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
及
び
下

請
中
小
企
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
四
八
号
︶

七
、
三
、
一
一

七
、
五
、
九

七
、
五
、
九

伊
東
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
九
経
済
産
業

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
三
二
号
︶

七
、
三
、
四

七
、
五
、
一
四

七
、
五
、
一
四

伊
東
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
一
四

消
費
者
問
題

に
関
す
る
特

別

五
〇



国
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次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
一
号
︶

七
、
二
、
四

七
、
三
、
一
二

七
、
三
、
一
二

加
藤
財
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
三
、
一
二

財
政
金
融

地
方
税
法
及
び
地
方
税
法
等
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案︵
閣
法
第
二
号
︶＊

七
、
二
、
四

七
、
三
、
一
四

七
、
三
、
一
四

村
上
総
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
三
、
一
四

総
務

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
三
号
︶＊

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

︵
閣
法
第
八
号
︶

七
、
二
、
七

七
、
三
、
二
六

七
、
三
、
二
六

あ

べ

文

部 

科

学

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
三
、
二
六

文
教
科
学

第
二
百
十
七
回

情
報
処
理
の
促
進
に
関
す
る
法
律
及
び

特
別
会
計
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
一
一
号
︶

七
、
二
、
七

七
、
四
、
一
六

七
、
四
、
一
六

武

藤

経

済 

産

業

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
四
、
一
六

経
済
産
業

重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行

為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

案︵
閣
法
第
四
号
︶

七
、
二
、
七

七
、
四
、
一
八

七
、
四
、
一
八

平
国
務
大
臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
四
、
一
八

内
閣

重
要
電
子
計
算
機
に
対
す
る
不
正
な
行

為
に
よ
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に

関
す
る
法
律
案︵
閣
法
第
五
号
︶

情
報
通
信
技
術
の
進
展
等
に
対
応
す
る

た
め
の
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
案︵
閣
法
第
三
〇
号
︶

七
、
二
、
二
八

七
、
四
、
二
三

七
、
四
、
二
三

鈴
木
法
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
四
、
二
三

法
務

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
一
七
号
︶

七
、
二
、
一
四

七
、
四
、
二
五

七
、
四
、
二
五

坂
井
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
四
、
二
五

災
害
対
策
特

別

下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
及
び
下

請
中
小
企
業
振
興
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
四
八
号
︶

七
、
三
、
一
一

七
、
五
、
九

七
、
五
、
九

伊
東
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
九
経
済
産
業

公
益
通
報
者
保
護
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
案︵
閣
法
第
三
二
号
︶

七
、
三
、
四

七
、
五
、
一
四

七
、
五
、
一
四

伊
東
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
一
四

消
費
者
問
題

に
関
す
る
特

別

 

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表

五
一

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表



国
会
回
次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び

活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
二
九
号
︶

七
、
二
、
二
八

七
、
五
、
一
六

七
、
五
、
一
六

城
内
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
一
六

内
閣

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

九
号
︶

七
、
二
、
七

七
、
五
、
二
一

七
、
五
、
二
一

あ

べ

文

部 

科

学

大

臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
二
一

文
教
科
学

日
本
学
術
会
議
法
案︵
閣
法
第
三
六
号
︶

七
、
三
、
七

七
、
五
、
二
八

七
、
五
、
二
八

坂
井
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

 

七
、
五
、
二
八

内
閣

第
二
百
十
七
回

食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
五
号
︶

七
、
三
、
七

七
、
五
、
三
〇

七
、
五
、
三
〇

小

泉

農

林 

水

産

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
三
〇

農
林
水
産

社
会
経
済
の
変
化
を
踏
ま
え
た
年
金
制

度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案

︵
閣
法
第
五
九
号
︶

七
、
五
、
一
六

七
、
六
、
四

七
、
六
、
四

福

岡

厚

生 

労

働

大

臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
六
、
四
厚
生
労
働

環
境
影
響
評
価
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
五
一
号
︶

七
、
三
、
一
一

七
、
六
、
六

七
、
六
、
六

浅
尾
環
境
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
六
、
六

環
境

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
衆
第
五
三
号
︶

七
、
六
、
一
一

七
、
六
、
二
〇

七
、
六
、
二
〇

衆
議
院
議
員

重
徳
和
彦
君

自
民 

五

立
憲 

五

七
、
六
、
二
〇

財
政
金
融

備
考
＊
印
は
国
務
大
臣
の
報
告
に
関
す
る
件
と
一
括
し
て
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
。

五
二



国
会
回
次

件
名

提
出
又
は

予
備
送
付

年
月
日

議
院
運
営

委
員
会
決

定　
　

本
会
議

年
月
日

説

明

者

質
疑
順
序

及
び
時
間

委
員
会

付
託

人
工
知
能
関
連
技
術
の
研
究
開
発
及
び

活
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
二
九
号
︶

七
、
二
、
二
八

七
、
五
、
一
六

七
、
五
、
一
六

城
内
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
一
六

内
閣

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法
第

九
号
︶

七
、
二
、
七

七
、
五
、
二
一

七
、
五
、
二
一

あ

べ

文

部 

科

学

大

臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
二
一

文
教
科
学

日
本
学
術
会
議
法
案︵
閣
法
第
三
六
号
︶

七
、
三
、
七

七
、
五
、
二
八

七
、
五
、
二
八

坂
井
国
務
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

 

七
、
五
、
二
八

内
閣

第
二
百
十
七
回

食
品
等
の
流
通
の
合
理
化
及
び
取
引
の

適
正
化
に
関
す
る
法
律
及
び
卸
売
市
場

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案︵
閣
法

第
四
五
号
︶

七
、
三
、
七

七
、
五
、
三
〇

七
、
五
、
三
〇

小

泉

農

林 

水

産

大

臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
五
、
三
〇

農
林
水
産

社
会
経
済
の
変
化
を
踏
ま
え
た
年
金
制

度
の
機
能
強
化
の
た
め
の
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案

︵
閣
法
第
五
九
号
︶

七
、
五
、
一
六

七
、
六
、
四

七
、
六
、
四

福

岡

厚

生 

労

働

大

臣

自
民 

一
〇

立
憲 

一
五

公
明 

一
〇

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
六
、
四

厚
生
労
働

環
境
影
響
評
価
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案︵
閣
法
第
五
一
号
︶

七
、
三
、
一
一

七
、
六
、
六

七
、
六
、
六

浅
尾
環
境
大
臣

立
憲 

一
五

維
新 

一
〇

民
主 

一
〇

共
産 

一
〇

七
、
六
、
六
環
境

租
税
特
別
措
置
法
及
び
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案︵
衆
第
五
三
号
︶

七
、
六
、
一
一

七
、
六
、
二
〇

七
、
六
、
二
〇

衆
議
院
議
員

重
徳
和
彦
君

自
民 

五

立
憲 

五

七
、
六
、
二
〇

財
政
金
融

備
考
＊
印
は
国
務
大
臣
の
報
告
に
関
す
る
件
と
一
括
し
て
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
。

 

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表

五
三

一
七　

国
会
法
第
五
十
六
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
議
案
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
一
覧
表


